
第５４回長野県市町村対抗ゴルフ大会  

        競技規則 

開催日：平成３０年１０月９日（火）        コース：長野カントリークラブ 

●競技の条件 

１．ゴルフ規則 

日本ゴルフ協会ゴルフ規則とこの競技のローカルルールを適用する。 

２．使用球 

プレーヤーの使用球は、R＆Aの最新の公認球リストに記載されているものでなければならない。この条件

の違反の罰は、競技失格。 

３．ホールとホールの間での練習禁止 

  プレーヤーはプレーを終了したばかりのホールのグリーン上やその近くで練習ストロークをしてはならな

い。ただし、指定パッティンググリーンでの練習は可とする。これに違反して練習ストロークをした場合、

プレーヤーは次のホールで２罰打を加えなければならない。そのラウンドの最終ホールのときは、プレー

ヤーはそのホールで罰を受ける。 

４．プレーの一時中止と再開 

① プレーの一時中止（落雷などの危険を伴わない気象状況）については、ゴルフ規則６－８ｂ、ｃ、ｄ

に従って処置すること。 

② 険悪な気象状況にあるため、委員会の決定によりプレーが一時中止となった場合、同じ組のプレーヤ

ー全員がホールとホールの間にいたときは、各プレーヤーは委員会よりプレー再開の指示が出るまで

プレーを再開してはならない。１ホールのプレーの途中であったときは、プレーヤーはすぐにプレー

を中断しなければならず、そのあと、委員会よりプレー再開の指示がでるまでプレーを再開してはな

らない。プレーヤーがすぐにプレーを中断しなかったときは、ゴルフ規則３３－７に決められている

ような、罰を免除する正当な事情がなければ、そのプレーヤーは競技失格とする。この条件の違反の

罰は競技失格（ゴルフ規則６－８ｂ 注） 

③ プレーの一時中止と再開の合図について 

通常のプレーの一時中止： 

険悪な気象状況による即時中止：    コース内の放送・乗用カートの一斉放送及びサイレンを鳴

らして通知する。  

プレーの再開： 

●ローカルルール 

1．プレーヤーの乗用カート使用を可とする。 

2．アウトオブバウンズの境界は白杭をもって標示する。 

3．修理地は青杭を立て白線をもってその限界を標示する。 

4．ウォーターハザードは黄杭または黄線、ラテラル・ウォーターハザードは赤杭または赤線をもってその限界

を標示する。 

5．排水溝と、グリーンエッジ及びスルーザグリーンに埋め込んであるヤーデージを示すポイントは動かせない

障害物である。 

6． 人工の表面を持つ道路に接した排水溝は、その道路の一部とみなす。 

7．電磁誘導カート用の２本のコンクリート軌道は、全幅をもってカート道路とし、球がその道路に止まってい

るか、またはスタンスや意図するスイング区域がかかる場合、プレーヤーは規則第２４条 第２項 ｂ（ｉ）

} 



に基づく救済を受けなければならない。本項の違反は、２打付加。 

8．規則１８-２、２０-１は以下の通りに修正される。 

  プレーヤーの球がパッティンググリーン上にある場合、その球やボールマーカーがプレーヤーまたはキャデ

ィーや携帯品によって偶然に動かされても罰はない。その球やボールマーカーはリプレースされなければな

らない。このローカルルールはプレーヤーの球やボールマーカーがパッティンググリーン上にあり、いかな

る動きも偶然である場合にだけ適応する。 

  注： パッティンググリーン上の球が風、水あるいは重力などの他の自然現象の結果として動かされたも

のと判断された場合、その球はその新しい場所からあるがままの状態でプレーされなければならな

い。また、そのような状況で動かされたボールマーカーはリプレースしなければならない。 

≪距離表≫ 

 

飯綱 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9   

 
559 156 380 522 383 398 414 171 399 3382 

 

戸隠 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9   

 
376 546 383 370 445 184 501 159 376 3340 

  

           

TOTAL 

           

6722 

 

 

 

●注意事項 

1．競技の条件やローカルルールに追加、変更のあるときは、スターティングホールのティグランド付近に掲示

して告知する。 

2．打放し練習場においては備付けの球を使用し、スタート前の練習は１人２４球(２００円)を限度とする。 

3．競技（１８ホールストロークプレー）成立について 

  荒天などで競技実施が不可能な場合は、９ホールの成績によって順位を決定する。 

4．スタート時刻１０分前には、ティグランド周辺に待機すること。 

5．９ホール終了後、プレーの遅延にならない限りクラブハウスに立ち入ることができる。 

6．乗用カートはプレーヤーの携帯品につき、カートに球を当てた場合、１打付加。（ゴルフ規則１９－２） 

7．コース内では携帯電話の使用を禁止する。 

 

競技委員長 上沼 栄治   


